
は
じ
め
に

一
．
非
西
洋
文
化
圏
に
お
け
る
人
権
と
国
際
的
な
人
権
規
範
の
受
容

（
一
）
イ
ス
ラ
ム
の
人
権

（
二
）
ア
フ
リ
カ
の
人
権

二
．
社
会
学
理
論
に
基
づ
く
国
際
的
な
人
権
規
範
の
普
遍
化
の
分
析

（
一
）
シ
ン
ボ
ル
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
国
際
的
な
人
権
規
範

（
二
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
国
際
的
な
人
権
規
範

（
三
）
客
観
法
か
ら
導
か
れ
る
国
際
的
な
人
権
規
範

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

人
権
（hum

an rights

）
と
は
、
人
間
が
人
間
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
に
、
か
つ
、
平
等
に
有
す
る
権
利
で
あ
り
、
決
し
て
奪
い
え
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な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
お
い
て
人
権
は
概
念
と
し
て
の
普
遍
性
を
有
す（

1
）

る
。
一
九
四
八
年
に
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
世
界
人

権
宣
言
の
第
一
条
は
「
す
べ
て
の
人
間
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
あ
り
、
か
つ
、
尊
厳
と
権
利
と
に
つ
い
て
平
等
で
あ
る
」

と
定
め
、
一
九
六
六
年
に
は
世
界
人
権
宣
言
に
基
づ
い
て
「
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」
と
「
市
民
的

及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」
が
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
。
一
九
九
三
年
に
世
界
人
権
会
議
で
採
択
さ
れ
た
「
ウ
ィ
ー
ン

宣
言
及
び
行
動
計
画
」
も
ま
た
「
こ
れ
ら
の
諸
権
利
と
自
由
が
普
遍
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
を
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
、
人
間

が
人
間
で
あ
る
こ
と
で
有
す
る
権
利
の
概
念
的
普
遍
性
を
唱
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
際
法
上
の
宣
言
や
条
約
は
、
人
権
が
概
念

と
し
て
の
普
遍
性
を
有
す
る
こ
と
を
し
ば
し
ば
明
記
し
て
い
る
。
ま
た
近
年
で
は
、
国
際
法
分
野
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
ス

テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
な
か
で
も
、
普
遍
的
な
人
権
を
め
ぐ
る
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い（

2
）
る
。

　

し
か
し
、
人
権
の
有
す
る
概
念
と
し
て
の
普
遍
性
は
国
際
的
な
人
権
規
範
（
世
界
人
権
宣
言
や
国
際
人
権
規
約
、
ダ
ー
バ
ン
宣
言
な
ど
）

の
普
遍
性
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
人
権
規
範
は
、
西
洋
法
体
系
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
影
響
に
よ
り
成
立
し
、
自
然
法
思
想

や
啓
蒙
思
想
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
消
極
的
自
由
概
念
と
し
て
の
「
国
家
か
ら
の
自
由
」
と
積
極
的
自
由
概
念
と
し
て
の
「
国
家
に
よ

る
自
由
」
と
い
う
近
代
的
な
自
由
概
念
の
発
展
と
の
関
係
の
な
か
で
確
立
さ
れ
て
き（

3
）
た
。
近
代
憲
法
は
自
由
概
念
に
基
づ
く
法
秩
序
の

た
め
の
規
範
で
あ
り
、
国
家
権
力
を
制
限
す
る
こ
と
で
個
人
の
権
利
を
確
保
す
る
人
権
規
定
を
そ
の
中
核
と
す
る
。
世
界
人
権
宣
言
や

国
際
人
権
規
約
な
ど
の
国
際
的
な
人
権
規
範
も
、
こ
の
よ
う
な
西
洋
の
人
権
規
範
を
基
に
し
て
い
る
。
人
権
を
基
礎
付
け
る
概
念
で
あ

る
人
間
の
尊
厳
も
、
歴
史
的
に
西
洋
の
宗
教
お
よ
び
哲
学
の
な
か
で
育
ま
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
世
界
人
権
宣
言
前
文
に
お
い
て
、
人

間
の
尊
厳
が
初
め
て
国
際
的
な
法
規
範
の
な
か
に
登
場
し
た
。「
人
類
社
会
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
固
有
の
尊
厳
と
平
等
で
譲
る
こ
と

の
で
き
な
い
権
利
と
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
世
界
に
お
け
る
自
由
、
正
義
及
び
平
和
の
基
礎
を
構
成
す
る
」
と
さ
れ
、
第
一
条
（
自
由

平
等
）、
第
二
二
条
（
社
会
保
障
の
権
利
）
等
の
中
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
、
西
洋
的
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
背
景
を
持
つ
国
際
的
な
人
権
規
範
を
西
洋
以
外
の
文
化
圏
に
適
用
す
る
こ
と

に
対
し
て
は
、
し
ば
し
ば
反
発
が
生
じ
る
。
西
洋
以
外
の
文
化
圏
に
は
、
ア
ジ
ア
的
人
権
や
イ
ス
ラ
ム
的
人
権
、
ア
フ
リ
カ
的
人
権
な

ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
に
即
し
た
人
権
が
存
在
す
る
と
い
う
、
文
化
相
対
的
な
人
権
の
主
張
か
ら
の
批
判
で
あ
る
。
例
え
ば
、
マ
カ
ウ
・

ム
ツ
ア
は
ポ
ス
ト
植
民
地
主
義
の
立
場
か
ら
、
現
在
の
国
際
的
な
人
権
規
範
は
、
西
洋
が
定
義
し
た
、
人
類
に
と
っ
て
良
い
と
思
う
も

の
の
非
西
洋
文
化
圏
へ
の
押
し
つ
け
で
あ（

4
）
り
、
現
代
に
お
け
る
西
洋
植
民
地
主
義
の
継
続
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
す（

5
）
る
。
ま
た
、

一
九
九
三
年
の
世
界
人
権
会
議
の
準
備
の
た
め
に
ア
ジ
ア
で
開
か
れ
た
地
域
会
合
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
バ
ン
コ
ク
宣
言
に
は
、
西
洋

に
由
来
す
る
国
際
的
な
人
権
規
範
を
非
西
洋
文
化
圏
に
適
用
す
る
こ
と
に
対
す
る
反
感
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
バ
ン
コ
ク
宣
言
で

は
、
人
権
と
は
文
化
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
に
は
西
洋
と
は
異
な
る
固
有
の
人
権
が
存
在
し
、
そ
し
て
、
ア
ジ
ア
で
は
個
人

よ
り
も
集
団
の
発
展
が
優
先
さ
れ
、
国
内
的
な
問
題
で
あ
る
人
権
に
対
し
て
、
他
国
は
主
権
の
原
則
お
よ
び
内
政
不
干
渉
の
原
則
を
尊

重
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
「
ア
ジ
ア
的
価
値
」
が
主
張
さ
れ（

6
）
た
。

　

人
権
を
保
障
す
る
法
そ
の
も
の
が
文
化
的
側
面
を
有
し
、
加
え
て
、
法
の
み
が
裁
判
に
お
け
る
法
源
で
は
な
く
社
会
の
成
員
に
よ
り

承
認
さ
れ
一
般
的
に
遵
守
さ
れ
て
い
る
規
範
も
法
と
し
て
と
ら
え
る
「
生
け
る
法
」
概
念
や
、
法
的
紛
争
解
決
の
た
め
の
法
曹
に
よ
る

「
法
曹
法
」
に
鑑
み
る（

7
）
と
、
社
会
の
習
慣
、
そ
の
基
礎
と
な
る
歴
史
や
文
化
が
人
権
規
範
お
よ
び
人
権
を
保
障
す
る
法
や
制
度
に
大
き

な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
常
の
生
活
に
お
け
る
人
々
の
有
す
る
人
権
尊
重
の
意
識
や
法
・
制
度
に
よ
る

人
権
の
保
障
の
維
持
の
側
面
で
も
文
化
が
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
西
洋
諸
国
と
非
西
洋
諸
国
の
国
際
的
な
人
権

規
範
の
適
用
に
関
す
る
主
張
の
相
違
が
、
し
ば
し
ば
、
特
に
経
済
開
発
に
対
す
る
援
助
の
場
面
に
お
い
て
国
際
的
な
摩
擦
を
引
き
起
こ

（
8
）
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
反
発
が
あ
り
な
が
ら
も
、
世
界
人
権
宣
言
や
国
際
人
権
規
約
と
い
っ
た
国
際
的
な
人
権
規
範
は
、

西
洋
・
非
西
洋
を
問
わ
ず
、
多
く
の
国
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い（

9
）

る
。
そ
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
よ
り
、
非
西
洋
諸
国
で
も
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国
際
的
な
人
権
規
範
の
受
容
が
行
わ
れ
て
き
た
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
非
西
洋
諸
国
の
対
応
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
生
じ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
非
西
洋
諸
国
が
人
権
は
文
化
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
つ
つ
も
、
国
際
的
な
人
権
規
範
を
自
己
の
文
化
圏
に
受

け
入
れ
る
と
い
う
現
象
が
な
ぜ
生
じ
る
の
か
に
つ
い
て
、
三
つ
の
社
会
学
理
論
か
ら
分
析
す
る
。
一
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
人
権
宣
言
お
よ

び
ア
フ
リ
カ
人
権
宣
言
を
国
際
的
な
人
権
規
範
の
受
容
の
事
例
と
し
て
と
り
あ
げ
る
。
ア
ジ
ア
に
関
し
て
は
、
地
域
的
な
人
権
宣
言
を

未
だ
に
有
し
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
割
愛
す
る
。
二
で
は
、
タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
（T

alcott Parsons

）
の
シ
ス
テ
ム
理

論
、
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
（N

iklas Luhm
ann

）
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
テ
ィ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
理
論
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
セ
ル
（George 

Scelle

）
の
社
会
連
帯
論
に
そ
れ
ぞ
れ
基
づ
く
社
会
学
の
理
論
か
ら
、
人
権
を
文
化
相
対
的
な
も
の
と
と
ら
え
る
非
西
洋
圏
が
、
な
ぜ

国
際
的
な
人
権
規
範
を
受
容
す
る
の
か
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
な
お
、
本
稿
で
扱
う
の
は
、
各
国
の
憲
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る

人
権
規
定
の
基
盤
と
な
る
国
際
的
あ
る
い
は
地
域
的
な
人
権
規
範
で
あ
り
、
個
別
の
国
家
の
憲
法
に
お
け
る
人
権
規
定
で
は
な
い
。
ま

た
、
各
国
の
憲
法
を
含
む
国
内
法
や
制
度
に
お
け
る
人
権
の
保
障
に
関
し
て
は
、
本
稿
で
は
扱
わ
ず
今
後
の
課
題
と
す
る
。

一
．
非
西
洋
文
化
圏
に
お
け
る
人
権
と
国
際
的
な
人
権
規
範
の
受
容

（
一
）
イ
ス
ラ
ム
の
人
権

　

非
西
洋
文
化
圏
に
よ
る
国
際
的
な
人
権
規
範
の
受
容
の
事
例
と
し
て
、
ま
ず
、
イ
ス
ラ
ム
人
権
宣
言
を
と
り
あ
げ
る
。
イ
ス
ラ
ム
教

は
、
全
て
が
神
に
収
束
す
る
宗
教
で
あ
り
、
唯
一
の
立
法
者
は
神
で
あ
り
、
主
権
は
神
に
属
す
る
。
原
罪
は
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
、

個
人
と
神
と
の
関
係
を
隔
絶
す
る
も
の
で
は
な
い
。
人
と
神
は
直
接
的
に
関
係
を
確
立
で
き
る
。
人
は
神
に
よ
り
こ
の
地
上
の
代
理
者

と
し
て
、
神
の
主
権
を
委
託
さ
れ
、
こ
れ
を
統
治
者
に
委
ね
る
の
で
あ
る
。
統
治
者
は
イ
ス
ラ
ム
法
に
適
合
す
る
よ
う
に
実
定
法
を
制
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定
す
る
が
、
こ
の
実
定
法
の
イ
ス
ラ
ム
法
へ
の
適
合
は
、
イ
ス
ラ
ム
法
の
専
門
家
に
よ
り
審
査
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
イ
ス
ラ
ム
法
は
イ

ス
ラ
ム
諸
国
の
非
公
式
法
ま
た
は
社
会
的
な
法
（
若
干
の
イ
ス
ラ
ム
諸
国
に
お
い
て
は
実
定
法
）
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ（

10
）

る
。

　

イ
ス
ラ
ム
法
上
の
権
利
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
神
の
権
利
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
人
の
権
利
で
あ（

11
）

る
。
前
者
は

神
が
人
に
対
し
て
そ
の
遵
守
と
実
行
を
命
じ
、
違
反
す
る
場
合
は
積
極
的
な
罰
ま
た
は
消
極
的
な
罰
を
科
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
信

徒
共
同
体
を
通
じ
て
行
使
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
後
方
的
な
権
利
と
み
な
さ
れ
る
。
喜
捨
、
断
食
、
巡
礼
、
聖
戦
等
が
こ
れ
に
含
ま
れ

る
。
ま
た
、
盗
み
、
姦
通
、
酩
酊
、
名
誉
棄
損
に
刑
罰
を
科
す
。
信
仰
に
関
わ
る
刑
罰
も
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
。
無
論
、
こ
れ
ら
の
罰

は
信
徒
共
同
体
を
通
じ
て
科
さ
れ
る
。
人
の
権
利
は
神
に
対
す
る
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
れ
ら

に
は
、
人
の
安
全
に
対
す
る
権
利
、
名
声
・
評
判
に
関
す
る
権
利
、
所
有
権
、
物
権
、
契
約
上
の
権
利
、
お
よ
び
合
法
的
な
行
為
を
行

う
権
利
、
家
族
に
関
す
る
権
利
（
夫
婦
の
権
利
、
子
供
の
権
利
、
親
権
、
夫
婦
の
財
産
に
対
す
る
権
利
、
相
続
、
養
親
子
、
後
見
、
そ
の
他
の

権
利
）
が
含
ま
れ
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
ネ
リ
ー
（Jack D

onnely

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏
に
お
い
て
は
「
人
権
は
人
の

権
利
で
は
な
く
、
神
の
特
権
な
の
で
あ
る
。
…
人
は
神
に
対
す
る
義
務
を
有
す
る
。
…
人
が
こ
れ
ら
の
義
務
に
適
合
す
る
と
き
は
、
人

は
再
度
イ
ス
ラ
ム
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
若
干
の
権
利
と
自
由
を
得（

12
）

る
」。
西
洋
社
会
の
人
権
は
多
分
に
自
然
法
の
影
響
を
受
け
た
自

然
権
の
理
論
が
重
要
と
な
る
が
、
イ
ス
ラ
ム
法
で
は
、
人
の
理
性
は
神
に
対
す
る
信
仰
に
よ
っ
て
初
め
て
有
効
な
も
の
と
な
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
の
人
権
は
も
と
も
と
自
由
な
イ
ス
ラ
ム
男
子
に
の
み
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

イ
ス
ラ
ム
法
に
お
け
る
人
権
は
厳
格
な
唯
一
神
信
仰
か
ら
導
か
れ
、
西
洋
的
な
人
権
規
範
に
お
け
る
人
権
と
は
異
な
る
発
展
の
過
程

を
た
ど
っ
た
。
し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
急
速
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
よ
り
、
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏
も
国
際
社
会
の
動
向
に

柔
軟
に
対
応
し
、
国
際
的
な
人
権
規
範
の
普
遍
化
に
貢
献
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
八
三
年
に
は
国
際
自
然
お
よ

び
天
然
資
源
保
護
連
合
（U

ID
H

R

）
と
サ
ウ
デ
ィ
・
ア
ラ
ビ
ア
の
環
境
保
護
機
関
（M

EPA

）
が
協
力
し
、
イ
ス
ラ
ム
環
境
宣
言
を
作
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成
し
、
一
九
八
一
年
に
は
ユ
ネ
ス
コ
本
部
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
イ
ス
ラ
ム
評
議
会
（CIE

）
に
よ
り
イ
ス
ラ
ム
人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
、

ま
た
、
一
九
七
九
年
お
よ
び
一
九
八
三
年
に
は
イ
ス
ラ
ム
諸
国
会
議
機
構
が
イ
ス
ラ
ム
人
権
宣
言
案
を
作
成
し
、
一
九
九
三
年
に
は
カ

イ
ロ
・
イ
ス
ラ
ム
世
界
人
権
宣
言
が
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
合
意
文
書
と
し
て
世
界
人
権
会
議
に
提
出
さ
れ（

13
）
た
。
イ
ス
ラ
ム
世
界
人
権
宣
言

の
前
文
で
は
、
聖
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
人
権
は
人
に
尊
厳
と
名
誉
を
与
え
、
抑
圧
と
不
正
を
な
く
す
、
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら

に
、
そ
の
中
に
は
生
存
権
や
教
育
に
関
す
る
権
利
、
労
働
権
、
所
有
権
、
経
済
的
権
利
な
ど
、
国
際
的
な
人
権
規
範
に
お
け
る
人
権
を

倣
っ
て
形
成
さ
れ
た
権
利
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
国
際
的
な
人
権
規
範
を
イ
ス
ラ
ム
法
体
系
に
組
み
込
も
う
と
し
た
結
果
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
よ
う
な
国
際
的
な
人
権
規
範
と
の
摺
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
民
主
主
義
や
西
洋
的
な
人
権
規
定
が
イ
ス
ラ
ム
法
体
系
の
な
か

に
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
等
主
義
的
な
人
権
が
発
達
す
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
ア
フ
リ
カ
の
人
権

　

次
に
、
ア
フ
リ
カ
の
場
合
で
あ
る
が
、
植
民
地
化
以
前
の
ア
フ
リ
カ
の
伝
統
的
な
法
律
は
（
部
族
あ
る
い
は
集
落
単
位
で
の
口
碑
に
よ

る
）
慣
習
法
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
法
に
お
け
る
人
権
は
、
道
徳
律
と
自
然
崇
拝
に
基
づ
く
宗
教
色
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
共
同
体
主
義
に
基
づ
い
て
お
り
、
個
人
の
利
益
と
共
に
共
同
体
の
利
益
が
重
視
さ
れ
る
。
伝
統
的
な
ア
フ
リ
カ
の
民
主
主
義
も
ま

た
そ
う
で
あ
る
（
談
合
の
木
の
下
の
民
主
主
義[la dem

ocratie de lʼarbre à palabre]

と
い
わ
れ
る
）。
こ
の
一
種
の
原
始
的
な
直
接
民

主
制
と
人
民
主
権
の
な
か
で
は
、
個
人
と
集
団
あ
る
い
は
国
家
を
対
置
す
る
人
権
も
、
集
団
の
絶
対
的
な
独
裁
も
排
除
さ
れ
、
個
人
的

な
人
権
が
集
団
の
中
に
根
を
張
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
、「
か
い
が
い
し
い
保
護
と
相
互
の
従
属
関
係
か
ら
な
る
親
子
関
係
の

理
想
を
平
等
概
念
に
優
先
す
る
」
儒
教
概
念
に
も
似
た
考
え
方
が
、
ア
フ
リ
カ
の
伝
統
的
な
法
体
系
の
中
に
も
含
ま
れ
て
い（

14
）
た
。
こ
の

よ
う
な
法
体
系
で
は
、
個
人
が
無
視
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
集
団
が
基
礎
単
位
と
な
る
の
で
あ
る
。
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ICJ

の
判
事
も
勤
め
た
ケ
バ
・
ム
バ
ィ
エ
い
わ
く
、
西
洋
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、「
人
権
は
、
集
団
や
集
団
を
代
表
す
る
団
体
に
対

し
て
個
人
が
自
衛
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
個
人
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
原
則
と
規
則
の
総
体
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
伝
統

的
な
ア
フ
リ
カ
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
ア
フ
リ
カ
で
は
、
個
人
が
任
意
に
ト
ー
テ
ム
の
原
型
、
共
通
の
祖
先
、
ま
た
は
保
護
神
の
支
配

に
従
う
。
ア
フ
リ
カ
の
法
は
、
用
語
の
カ
ン
ト
的
な
意
味
に
お
い
て
定
言
的
な
命
題
の
よ
う
に
命
令
す
る
の
で
、
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い

儀
礼
形
式
を
取
り
入
れ
て
い（

15
）
る
」。
ア
フ
リ
カ
の
伝
統
的
価
値
観
は
、
西
洋
の
個
人
主
義
や
物
質
主
義
に
基
づ
く
個
人
の
連
合
と
い
う

よ
り
む
し
ろ
、
集
団
の
優
越
、
連
帯
性
及
び
精
神
的
関
係
に
重
点
を
置
く
。
ゆ
え
に
、
国
民
全
体
な
ら
び
に
社
会
全
体
の
利
益
は
個
人

や
各
集
団
の
利
益
に
優
先
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
権
利
は
ま
た
同
時
に
義
務
で
も
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
植
民
地
時
代
に
宗
主
国
の
法
と
現
地
の
伝
統
的
な
慣
習
法
が
併
用
さ
れ
て
い
っ
た
な
か
で
、
結
果
的
に
は
、
伝
統

的
な
ア
フ
リ
カ
法
体
系
に
も
宗
主
国
の
法
原
則
が
導
入
さ
れ
、
西
洋
の
法
規
範
の
受
容
が
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。
独
立
後
も
こ
の
流
れ

は
変
わ
ら
ず
、
各
国
の
憲
法
の
前
文
に
お
い
て
、
国
際
的
な
人
権
規
範
に
定
め
ら
れ
た
民
主
主
義
と
人
権
規
定
の
遵
守
を
謳
っ
て
い
る

（
例
え
ば
セ
ネ
ガ
ル
憲
法
前
文
）。
ま
た
、
一
九
八
一
年
に
は
ア
フ
リ
カ
統
一
機
構
首
脳
会
議
に
お
い
て
、「
人
お
よ
び
人
民
の
権
利
に
関

す
る
ア
フ
リ
カ
憲
章
（
バ
ン
ジ
ュ
ー
ル
憲
章
）」
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
バ
ン
ジ
ュ
ー
ル
憲
章
の
特
徴
の
第
一
は
、
同
憲
章
が
単
な
る
国

際
的
な
人
権
規
範
の
受
容
で
は
な
く
、
文
化
相
対
的
な
ア
フ
リ
カ
的
人
権
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
で
あ（

16
）
る
。
同
憲
章
前
文
は
こ
の
こ
と

を
、「
人
お
よ
び
人
民
の
権
利
の
概
念
に
関
す
る
締
約
国
の
考
え
を
生
み
出
し
か
つ
特
徴
づ
け
る
締
約
国
間
の
歴
史
的
伝
統
の
美
点
お

よ
び
ア
フ
リ
カ
文
明
の
価
値
を
」
考
慮
す
る
と
明
記
し
て
い
る
。
第
二
の
特
徴
は
、
第
三
世
代
の
人
権
（
開
発
の
権
利
、
平
和
の
権
利
、

及
び
環
境
権
）
が
、
そ
の
他
の
国
際
的
な
人
権
規
範
に
お
け
る
人
権
（
法
の
前
の
平
等
、
差
別
の
禁
止
、
人
間
の
尊
厳
、
良
心
及
び
信
教
の

自
由
、
表
現
の
権
利
、
移
動
の
自
由
、
庇
護
権
、
追
放
か
ら
の
自
由
、
家
族
・
女
性
・
子
供
・
老
齢
者
及
び
障
害
者
の
権
利
、
公
正
な
裁
判
を
受

け
る
権
利
、
財
産
権
、
参
政
権
、
教
育
権
、
労
働
の
権
利
、
結
社
の
自
由
な
ど
の
一
般
的
な
自
由
権
及
び
社
会
権
）
と
併
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
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で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
の
特
徴
は
、
こ
の
憲
章
が
ア
フ
リ
カ
統
一
機
構
加
盟
国
の
国
内
法
秩
序
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
憲
章

第
一
条
は
、
ア
フ
リ
カ
統
一
機
構
加
盟
国
で
あ
る
締
約
国
が
憲
章
に
掲
げ
る
権
利
・
義
務
の
実
現
の
た
め
に
立
法
そ
の
他
の
措
置
を
と

る
こ
と
を
約
束
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
諸
国
の
憲
法
に
お
い
て
は
人
権
に
関
す
る
国
内
・
国
際
的
な
人
権
規
範
を
前
文
に
お
い
て
一
括
し

て
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
英
語
圏
諸
国
に
お
い
て
は
各
々
の
人
権
規
定
の
限
定
列
挙
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二
．
社
会
学
理
論
に
基
づ
く
国
際
的
な
人
権
規
範
の
普
遍
化
の
分
析

　

こ
の
よ
う
に
、
西
洋
に
起
源
を
も
つ
国
際
的
な
人
権
規
範
に
対
す
る
批
判
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
な
か
で
、
非
西
洋
文
化
圏
に
よ
る
国

際
的
な
人
権
規
範
の
受
容
も
ま
た
生
じ
て
い
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
現
象
と
し
て
捉
え
、
か
つ
論
理
的
に
説
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
、
以
下
三
つ
の
社
会
学
理
論
に
基
づ
い
て
検
討
す
る
。

（
一
）
シ
ン
ボ
ル
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
国
際
的
な
人
権
規
範

　

ま
ず
、
非
西
洋
文
化
圏
に
よ
る
国
際
的
な
人
権
規
範
の
受
容
に
つ
い
て
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
シ
ス
テ
ム
理
論
に
基
づ
い
た
廣
瀬
和
子
の

国
際
法
社
会
学
の
理
論
か
ら
検
討
す
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
シ
ス
テ
ム
理
論
に
基
づ
く
と
「
シ
ス
テ
ム
に
は
目
標
（
＝
機
能
的
必
要
）
が

あ
り
、
そ
れ
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
に
シ
ス
テ
ム
の
構
造
が
決
ま
る
」
と
考
え
ら
れ（

17
）
る
。
シ
ス
テ
ム
の
目
標
は
、
シ
ス
テ
ム
の
活
動
に

よ
っ
て
達
成
さ
れ
、
そ
の
活
動
は
「
シ
ス
テ
ム
の
構
成
要
素
の
行
動
の
相
互
作
用
」
と
し
て
把
握
さ
れ（

18
）
る
。
そ
し
て
、
社
会
は
単
一
シ

ス
テ
ム
で
は
な
く
、
複
雑
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
行
為
主
体
か
ら
な
る
。
国
際
社
会
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
調
和
と
共
存
が
シ

ス
テ
ム
の
目
的
で
あ
り
、
国
際
社
会
の
目
標
は
、
シ
ス
テ
ム
の
活
動
、
す
な
わ
ち
そ
の
行
為
主
体
の
行
動
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
達
成
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さ
れ
る
。
そ
こ
で
廣
瀬
は
利
害
シ
ス
テ
ム
、
役
割
シ
ス
テ
ム
、
シ
ン
ボ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
三
つ
の
シ
ス
テ
ム
が
相
互
に
連
関
し
て
構
成

さ
れ
る
行
動
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
国
際
社
会
に
お
け
る
行
為
主
体
と
し
て
の
国
家
の
行
動
を
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
主
体
に
よ
る
複

雑
な
行
動
を
、
利
害
行
動
、
役
割
期
待
行
動
、
シ
ン
ボ
ル
行
動
の
三
つ
に
類
型
化
し
、
こ
れ
ら
三
つ
の
行
動
類
型
を
基
礎
に
、
複
雑
な

社
会
を
分
析
す
る
三
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
利
害
行
動
と
は
行
為
主
体
の
個
の
理
論
を
代
表
す
る
行
動
で
あ
り
、
全

体
の
理
論
に
よ
っ
て
行
為
主
体
に
期
待
さ
れ
る
の
が
役
割
行
動
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
の
行
為
主
体
そ
れ
ぞ
れ
の
行
動
を
基
礎
に
利
害

シ
ス
テ
ム
、
役
割
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
る
。
国
際
社
会
の
行
為
主
体
と
し
て
の
国
家
が
、
自
国
の
利
益
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
は

利
害
シ
ス
テ
ム
に
従
う
利
害
行
動
で
あ
り
、
国
家
が
国
際
社
会
の
一
員
と
し
て
国
際
社
会
の
全
体
の
利
益
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
行
動

は
役
割
シ
ス
テ
ム
に
従
う
役
割
期
待
行
動
と
な
る
。
国
際
社
会
と
い
う
シ
ス
テ
ム
内
に
お
け
る
行
為
主
体
と
し
て
の
国
家
は
、
利
害
シ

ス
テ
ム
に
基
づ
き
行
動
し
よ
う
と
す
る
が
、
利
益
の
実
現
ま
た
は
シ
ス
テ
ム
の
秩
序
維
持
の
た
め
役
割
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
た
役
割
期
待

行
動
を
取
る
。
役
割
シ
ス
テ
ム
が
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
利
害
行
動
を
抑
え
、
役
割
行
動
に
反
映
す
る
。
す
な
わ
ち
、
期
待
さ
れ
る
役

割
が
内
面
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
役
割
シ
ス
テ
ム
は
い
か
に
し
て
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
契
機
は
シ
ン
ボ
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
シ

ン
ボ
ル
・
シ
ス
テ
ム
が
、
利
害
シ
ス
テ
ム
と
役
割
シ
ス
テ
ム
を
媒
介
す
る
の
で
あ（

19
）
る
。
国
際
関
係
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
国
家
利
益
と

国
際
社
会
全
体
の
利
益
が
矛
盾
す
る
こ
と
が
あ（

20
）
る
。
文
化
相
対
的
な
人
権
の
主
張
は
こ
の
利
害
行
動
に
対
応
し
、
国
際
的
な
人
権
規
範

の
受
容
は
役
割
期
待
行
動
に
対
応
す
る
。
国
家
同
士
が
対
立
す
る
場
合
や
、
国
家
と
国
際
社
会
全
体
の
理
論
が
矛
盾
す
る
場
合
、
国
家

の
行
動
は
利
害
シ
ス
テ
ム
で
は
説
明
で
き
な
い
創
発
性
を
有
す
る
。
こ
の
創
発
性
を
象
徴
す
る
も
の
が
、
シ
ン
ボ
ル
・
シ
ス
テ
ム
で
あ

り
、
そ
れ
に
準
拠
す
る
行
動
が
シ
ン
ボ
ル
行
動
で
あ（

21
）
る
。
人
間
が
生
み
出
す
シ
ン
ボ
ル
や
記
号
は
、
そ
れ
自
身
の
固
有
の
意
味
か
ら
独

立
し
た
機
能
を
有
す
る
。
実
態
と
シ
ン
ボ
ル
が
相
互
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ン
ボ
ル
は
人
々
の
意
志
決
定
や
行
動
に
影
響
を
与
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え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
法
、
規
範
、
伝
統
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
シ
ン
ボ
ル
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
社
会
の
秩
序
維
持
に
貢
献
す

（
22
）

る
。
共
通
基
盤
を
持
た
な
い
利
害
シ
ス
テ
ム
に
共
通
基
盤
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
定
状
態
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
シ
ン
ボ

ル
・
シ
ス
テ
ム
が
こ
の
共
通
基
盤
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

　

世
界
人
権
宣
言
や
国
際
人
権
規
約
の
よ
う
な
国
際
的
な
人
権
規
範
は
、
こ
の
シ
ン
ボ
ル
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
す
る
。
人
権
に
対

し
て
自
国
の
理
論
に
の
み
基
づ
い
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
国
際
社
会
に
お
い
て
国
際
的
な
人
権
規
範
と
対
立
が
生
じ
る
こ
と
が

あ
る
。
し
か
し
、
国
際
社
会
と
い
う
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
主
体
の
行
動
は
シ
ン
ボ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
作
用
を
受
け

る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
的
な
人
権
規
範
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
が
、
実
態
を
制
御
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ン
ボ
ル
・
シ
ス
テ
ム
を
媒
介
と

し
て
、
行
動
主
体
は
国
際
社
会
の
中
に
自
己
を
組
み
込
み
、
調
和
と
共
存
の
条
件
を
追
及
す
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
役
割
シ
ス
テ
ム

が
生
じ
、
利
害
行
動
を
抑
制
す
る
役
割
行
動
が
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
化
相
対
的
人
権
論
か
ら
、
国
際
的
な
人
権

規
範
へ
の
歩
み
よ
り
が
生
ま
れ
る
。
こ
こ
に
、
国
際
的
な
人
権
規
範
の
普
遍
化
の
可
能
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
国
際
的
な
人
権
規
範

　

次
に
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
シ
ス
テ
ム
理
論
を
批
判
的
に
継
承
し
た
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ト
イ
ブ
ナ
ー
（Gunter 

T
eubner

）
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
テ
ィ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
理
論
に
基
づ
い
て
、
国
際
的
な
人
権
規
範
の
受
容
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
テ
ィ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
理
論
は
そ
の
特
徴
と
し
て
、
以
下
の
五
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
シ
ス
テ
ム
の
本
質

は
、
シ
ス
テ
ム
と
環
境
の
区
別
に
よ
る
複
雑
性
の
縮
減
で
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
は
「
コ
ー
ド
」
に
よ
っ
て
環
境
と
区
別
さ
れ
、
区
別
の
基

準
は
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
シ
ス
テ
ム
は
「
固
有
値
」
の
維
持
に
よ
り
安
定
す
る
。
②
シ
ス
テ
ム
は
統

一
体
で
は
な
く
環
境
と
の
差
異
で
あ
り
、
自
己
の
作
動
に
よ
っ
て
シ
ス
テ
ム
と
環
境
と
の
境
界
を
引
く
。
す
な
わ
ち
、
シ
ス
テ
ム
は
自
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己
の
作
動
に
よ
り
構
成
要
素
を
産
出
し
、
自
己
産
出
の
循
環
に
よ
り
自
己
保
存
す
る
循
環
を
形
成
す
る
。
③
シ
ス
テ
ム
は
環
境
に
対
し

閉
鎖
的
で
あ
り
、
環
境
か
ら
の
直
接
的
な
イ
ン
プ
ッ
ト
も
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
も
な（

23
）

い
。
シ
ス
テ
ム
は
外
部
観
察
、
共
鳴
（resonance

）、

カ
ッ
プ
リ
ン
グ
、
作
用
（perform

ance

）
と
い
う
方
法
で
の
み
環
境
と
関
わ
り
あ（

24
）

う
。
④
シ
ス
テ
ム
内
部
に
お
い
て
は
サ
ブ
・
シ
ス

テ
ム
に
分
化
し
、
他
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
が
産
出
し
た
要
素
を
自
己
の
シ
ス
テ
ム
に
参
照
し
、
ま
た
、
自
己
が
産
出
し
た
要
素
を
他
の

サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
が
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ハ
イ
パ
ー
・
サ
イ
ク
ル
が
生
じ
る
。
⑤
機
能
分
化
シ
ス
テ
ム
は
社
会
全
体
の
俯
瞰
図
を

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
個
々
の
作
動
を
行
な
う
。
そ
れ
ら
は
シ
ス
テ
ム
全
体
か
ら
は
一
定
の
機
能
と
し
て
観
察
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
テ
ィ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
理
論
に
よ
る
と
、
社
会
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
構
成
要
素

と
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
一
見
開
か
れ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
様
々
な
制
約
を
抱

え
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
伝
え
る
内
容
、
伝
達
手
段
、
相
手
の
理
解
の
三
層
の
選
択
過
程
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と

し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
帰
属
す
る
人
格
間
に
お
け
る
双
方
向
の
行
為
で
あ
る
。
ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
、
主
体
は
共
通
の

「
言
葉
」
の
使
用
や
、
暴
力
の
排
除
な
ど
の
共
通
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
従
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
呼
応
可
能
性
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
の
条
件
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
の
共
通
性
の
確
保
、
す
な
わ
ち
、
主
体
に
よ
る
前

提
条
件
の
認
識
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
最
も
重
要
に
な
る
。
共
通
の
基
盤
を
持
た
な
い
と
こ
ろ
に
共
通
の
基
盤
が
与

え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
安
定
が
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
理
論
に
基
づ
く
と
、
国
際
社
会
に
お
け
る
人
権
を
め
ぐ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
ま
た
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
て
い
る

と
分
析
で
き
る
。
そ
し
て
、
国
際
的
な
人
権
規
範
は
人
権
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
し
て
機
能
す
る
。
国
際
的
な
人
権

規
範
が
、
人
権
シ
ス
テ
ム
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
か
否
か
の
区
別
の
基
準
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
権
シ
ス
テ

ム
に
参
加
す
る
た
め
に
は
国
際
的
な
人
権
規
範
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
現
象
が
、
非
西
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洋
文
化
圏
に
よ
る
国
際
的
な
人
権
規
範
の
受
容
と
し
て
現
れ
る
。
例
え
ば
、
非
西
洋
諸
国
が
国
際
社
会
の
一
員
と
し
て
の
立
場
を
示
し

た
い
場
合
や
、
非
西
洋
文
化
圏
の
開
発
途
上
国
が
、
他
国
か
ら
や
世
界
銀
行
の
よ
う
な
国
際
機
関
か
ら
の
融
資
を
求
め
る
さ
い
に
は
、

人
権
シ
ス
テ
ム
へ
の
参
加
が
条
件
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
非
西
洋
文
化
圏
の
文
化
相
対
的
な
人
権
の
主
張
は
、
人
権
規
範
そ
の

も
の
を
否
定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
は
人
権
シ
ス
テ
ム
の
外
に
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
人
権
シ

ス
テ
ム
内
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
非
西
洋
諸
国
に
よ
る
文
化
相
対
的
な
人
権
規
範
は
、
人
権

シ
ス
テ
ム
内
に
イ
ス
ラ
ム
的
人
権
シ
ス
テ
ム
、
ア
フ
リ
カ
的
人
権
シ
ス
テ
ム
と
い
っ
た
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
が
機
能
分
出
す
る
さ
い
の
そ

れ
ぞ
れ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
機
能
す
る
と
観
察
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
的
な
人
権
規
範
と
文
化
相
対
的
な
人
権
は
全

く
異
質
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
同
一
シ
ス
テ
ム
に
属
す
る
事
物
相
互
の
対
立
、
い
わ
ゆ
る
「
正
統
」
と
「
異
教
」
で
は
な

く
、「
正
統
」
と
「
異
端
」
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
異
端
」
は
「
正
統
性
」
を
主
張
し
続
け
、
ま
た
「
正
統
」
と

「
異
端
」
の
関
係
も
流
動
的
で
あ
り
、
一
義
的
・
不
変
的
な
も
の
で
は
な（

25
）
い
。
そ
こ
に
、
国
際
的
な
人
権
規
範
の
普
遍
化
の
可
能
性
が

存
在
す
る
。

（
三
）
客
観
法
か
ら
導
か
れ
る
国
際
的
な
人
権
規
範

　

最
後
に
、
レ
オ
ン
・
デ
ュ
ギ
イ
（Léon D

uguit

）
お
よ
び
デ
ュ
ギ
イ
の
理
論
を
国
際
社
会
に
応
用
し
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
セ
ル

（George Scelle

）
の
社
会
連
帯
論
に
基
づ
い
て
、
国
際
社
会
を
個
人
に
ま
で
還
元
す
る
こ
と
で
国
際
的
な
人
権
規
範
が
普
遍
化
す
る
可

能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
デ
ュ
ギ
イ
は
、
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
（Ém

ile D
urkheim

）
の
社
会
連
帯
論
を
法
学
の
分
野
に
応
用

し
た
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
個
人
を
越
え
た
客
観
的
な
事
象
の
中
に
社
会
的
現
実
を
み
た
。
彼
は
、
社
会
学
的
方
法
は
「
社
会
的
事
実
」

を
も
の
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
社
会
的
事
実
を
結
合
に
よ
る
現
実
で
あ
り
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
個
人
を
超
え
た
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も
の
、
世
代
を
越
え
て
堆
積
さ
れ
て
き
た
「
先
験
的
な
」
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
こ
か
ら
、
社
会
は
経
験
的
に
観
察

で
き
る
、
す
な
わ
ち
客
観
的
な
事
実
と
し
て
の
社
会
と
い
う
概
念
を
導
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
全
人
類
と
個
々
の
集
団
と
の
中
間

の
媒
介
と
し
て
存
在
す
る
社
会
種
、
す
な
わ
ち
中
間
団
体
の
重
要
性
を
説
い
た
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
人
間
は
他
者
と
の
「
連
帯
」
の
な

か
で
、
す
な
わ
ち
社
会
の
中
で
の
み
自
己
の
存
在
を
認
識
で
き
る
と
考
え
た
。
社
会
に
は
個
人
の
行
為
と
そ
の
動
機
に
還
元
さ
れ
な
い

よ
う
な
固
有
の
実
態
が
あ
り
、
個
人
は
そ
の
社
会
環
境
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
、
拘
束
さ
れ
る
。
し
か
し
、
社
会
が
外
在
的
な
拘
束
と
し

て
働
く
の
で
は
な
く
、
個
人
に
内
面
化
さ
れ
、
制
度
化
さ
れ
た
価
値
に
よ
っ
て
人
間
の
行
動
が
統
制
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
社
会
規
範
と

な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
意
思
的
に
合
理
付
け
す
る
原
始
的
社
会
に
も
社
会
規
範
は
存
在
す
る
。
こ
の
規
範
の
概
念
は
、
法
律
性
の
明

確
化
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
。
人
間
の
思
考
の
根
本
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
社
会
組
織
の
特
徴
を
モ
デ
ル
に
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
『
社
会
分
業
論
』
に
お
い
て
、
機
械
的
連
帯
に
よ
る
環
節
型
社
会
で
は
、
分
業
化
や
専
門
化
が
進
む
こ
と

で
社
会
が
不
安
定
に
な
り
、
次
第
に
有
機
的
連
帯
を
基
に
し
た
組
織
型
社
会
が
成
立
さ
れ
、
そ
の
過
程
に
お
け
る
相
互
依
存
性
、
職
業

協
同
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
職
業
道
徳
の
出
現
に
よ
り
、
社
会
が
再
び
安
定
化
す
る
と
説
く
。
そ
し
て
、「
連
帯
性
（solidarité

）」
と

「
分
業
」
が
社
会
を
統
一
ま
た
は
統
合
す
る
た
め
に
役
立
つ
と
主
張
し（

26
）
た
。

　

デ
ュ
ギ
イ
は
こ
の
よ
う
な
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
連
帯
論
を
引
継
ぎ
、
徹
底
し
た
個
人
主
義
を
基
に
、
人
間
と
し
て
の
連
帯
性
と
労
働

分
業
か
ら
な
る
社
会
連
帯
論
を
説
い（

27
）
た
。
デ
ュ
ギ
イ
の
考
え
る
人
間
は
、
近
代
の
市
民
概
念
の
よ
う
に
自
律
的
で
独
立
し
た
存
在
で
は

な
い
。
人
間
は
弱
い
存
在
で
あ
り
、
他
者
と
共
同
す
る
こ
と
で
し
か
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
人
は
人
間
と
し
て
連

帯
す
る
。
こ
の
連
帯
性
は
多
様
で
は
な
い
。
し
か
し
、
社
会
契
約
に
お
け
る
一
般
意
志
で
は
な
く
、
多
様
な
個
人
ひ
と
り
ひ
と
り
の
共

通
の
利
益
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
一
般
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
人
的
な
の
で
あ
る
。
個
人
は
労
働
分
業
に
よ
っ
て
連
帯
に
参
加
す
る
。

し
か
し
、
連
帯
の
実
現
は
個
人
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
、
差
異
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
社
会
連
帯
性
は
そ
の
概
念
に
多
様
性
を
含
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む
。
社
会
連
帯
性
か
ら
は
、
①
社
会
的
連
帯
の
目
的
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
個
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
義
務
、
②
社
会
的
連
帯
に
適
合
し
な

い
目
標
に
よ
る
い
か
な
る
こ
と
も
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
、
③
社
会
的
連
帯
の
た
め
に
協
力
し
、
連
帯
性
を
強
化
す
る
義

務
、
と
い
う
三
つ
の
行
動
規
範
が
得
ら
れ
る
。
デ
ュ
ギ
イ
は
こ
れ
を
客
観
法
と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
道
徳
規
則
で
は
な
く
、
法
規
則
と
し
て

と
ら
え
る
。
ま
た
、
絶
対
的
で
不
易
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
自
然
法
で
も
な（

28
）

い
。
彼
の
言
う
客
観
法
す
な
わ
ち
行
為
規
則
は
、
常
に
生

活
的
な
規
則
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
間
社
会
が
基
づ
く
べ
き
社
会
的
理
念
を
形
成
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
自
然
に
存
在
す
る
規
則
で

は
な
く
、
社
会
の
中
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
規
則
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
は
法
規
則
が
存
在
す
る
。
客
観
法

に
対
し
、
実
定
法
は
国
家
が
制
定
す
る
法
で
あ
る
。
実
定
法
は
客
観
法
か
ら
導
か
れ
、
常
に
客
観
法
に
従
う
。
ま
た
、
個
人
の
社
会
的

連
帯
へ
の
参
加
の
手
段
と
動
機
は
、
社
会
契
約
の
よ
う
に
一
律
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
多
様
性
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

デ
ュ
ギ
イ
の
社
会
的
連
帯
に
お
い
て
は
、
個
人
は
他
者
と
の
共
同
の
な
か
、
す
な
わ
ち
社
会
の
な
か
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
社
会
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
、
個
人
の
理
性
や
意
思
が
形
成
さ
れ
る
。
し
か
し
、
社
会
規
範
の
内
面
化
に
よ

り
、
個
人
は
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
た
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
先
験
的
社
会
規
範
の
内
面
化
に
よ
り
、
あ

ら
か
じ
め
人
間
の
行
動
は
決
定
さ
れ
る
と
い
う
考
え
が
導
か
れ
る
。
デ
ュ
ギ
イ
の
客
観
法
は
、
個
人
が
生
ま
れ
る
前
に
存
在
す
る
社
会

を
基
に
生
じ
る
行
為
規
則
で
あ
り
、
決
定
主
義
的
要
素
を
含
む
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
有
機
的
連
帯
の
社
会
秩
序
に
は
合
意
と
道
徳

的
秩
序
が
前
も
っ
て
必
要
で
あ
る
と
す
る
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
批
判
に
も
つ
な
が
る
。
人
間
は
社
会
に
お
け
る
規
則
に
従
う
、

あ
る
い
は
規
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
制
裁
を
受
け
る
た
め
従
う
こ
と
を
学
習
し
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
の
行
動
は
予
期
で
き

る
、
す
な
わ
ち
パ
タ
ー
ン
化
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
他
者
の
行
動
の
予
測
可
能
性
の
存
在
は
社
会
の
安
定
に
は
重
要
で
あ

る
。
行
動
の
パ
タ
ー
ン
化
に
よ
り
、
個
人
の
行
動
が
抑
制
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
個
人
が
社
会
の
パ
タ
ー
ン
に
無
批

判
に
従
う
危
険
性
を
含
む
。
デ
ュ
ギ
イ
の
社
会
連
帯
は
、
既
存
の
価
値
観
や
秩
序
の
維
持
を
支
え
る
理
論
に
も
な
り
う
る
。
し
か
し
な
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が
ら
、
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
民
族
の
精
神
と
い
う
主
張
に
対
し
て
個
人
を
基
点
と
す
る
こ
と
で
、
国
家
自
体
を
個
人
に
ま
で
還
元
し
、

そ
こ
か
ら
国
家
の
理
論
を
組
み
立
て
な
お
そ
う
と
し
た
デ
ュ
ギ
イ
の
理
論
は
注
目
に
値
す
る
。
彼
は
ま
た
、
社
会
契
約
と
い
っ
た
フ
ィ

ク
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
で
は
な
く
、
い
か
に
し
て
法
が
現
れ
る
か
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
意
味
で
彼
の
理
論
は
、
法
現
象
学
と
類

似
す
る
部
分
を
持
つ
と
い
え
る
。

　

セ
ル
は
、
こ
の
デ
ュ
ギ
イ
の
社
会
連
帯
論
を
国
際
社
会
に
応
用
し
た
。
国
際
社
会
を
人
間
の
特
性
で
あ
る
連
帯
性
と
労
働
分
業
か
ら

導
き
、
国
家
で
は
な
く
個
人
を
単
位
と
し
た
社
会
と
し
て
国
際
社
会
を
と
ら
え
る
。
こ
れ
は
国
内
社
会
も
国
際
社
会
も
個
人
に
還
元
さ

れ
る
と
い
う
、
一
元
論
的
見
方
で
あ
る
。
国
際
社
会
は
ひ
と
つ
で
は
な
く
、
役
割
ご
と
に
社
会
が
存
在
し
、
個
人
は
複
数
の
社
会
に
重

複
的
に
属
す
る
。
こ
れ
ら
無
数
の
国
際
社
会
の
総
体
と
し
て
「
国
際
社
会
」
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
連
帯
性
は
個
人
的
類
似

に
よ
る
連
帯
性
か
ら
、
社
会
の
集
合
的
な
連
帯
性
へ
と
展
開
す
る
。
そ
し
て
セ
ル
は
、
社
会
的
連
帯
を
体
現
す
る
た
め
の
理
念
と
し

て
、
デ
ュ
ギ
イ
の
客
観
法
を
採
用
す
る
。

　

こ
の
セ
ル
の
理
論
か
ら
、
国
際
的
な
人
権
規
範
の
受
容
の
動
き
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
セ
ル
の
理
論
に
立
つ
と
、
国
際
法
も

客
観
法
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
。
個
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
義
務
、
連
帯
に
適
合
し
な
い
こ
と
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
義
務
、
連
帯
の
た

め
に
協
力
し
、
連
帯
性
を
強
化
す
る
義
務
と
い
う
デ
ュ
ギ
イ
が
客
観
法
と
呼
ぶ
三
つ
の
行
動
規
則
は
、
人
権
尊
重
と
い
う
観
点
に
お
い

て
も
そ
の
前
提
条
件
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
社
会
を
国
家
や
共
同
体
を
単
位
と
す
る
の
で
は
な
く
個
人
に
ま
で
還
元
す
る
こ
と
に

よ
り
、
国
際
的
な
人
権
規
範
の
受
容
を
個
人
の
「
連
帯
性
」
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
条
約
な
ど
の
国
際
法
は
、
客
観
法
を
具

体
化
す
る
た
め
の
実
定
法
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
実
定
法
は
常
に
客
観
法
か
ら
導
か
れ
、
客
観
法
に
従
う
。
さ
ら
に
、
セ
ル
の
理
論

は
国
際
社
会
を
個
人
に
ま
で
還
元
す
る
た
め
、
国
家
の
行
為
と
し
て
国
家
の
指
導
者
個
人
の
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
国
際

的
な
人
権
侵
害
行
為
に
対
し
て
、
個
人
の
責
任
を
問
う
理
論
を
提
供
し
う（

29
）

る
。
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
非
西
洋
文
化
圏
の
文
化
相
対
的
な
人
権
の
主
張
に
よ
り
、
国
際
的
な
人
権
規
範
の
普
遍
性
が
批
判
さ
れ
つ
つ
も
、
非
西

洋
文
化
圏
に
よ
る
国
際
的
な
人
権
規
範
の
受
け
入
れ
が
な
ぜ
生
じ
る
の
か
に
つ
い
て
シ
ス
テ
ム
理
論
、
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
テ
ィ
ッ
ク
・

シ
ス
テ
ム
理
論
、
社
会
連
帯
論
の
三
つ
の
社
会
学
理
論
に
基
づ
い
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
人
権
規
範
の
普
遍
化
の
可
能
性
に
つ
い
て
検

討
し
た
。

　

ま
ず
、
西
洋
文
化
の
な
か
で
確
立
さ
れ
て
き
た
人
権
を
基
盤
と
す
る
国
際
的
な
人
権
規
範
に
対
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
お
よ
び
ア
フ
リ
カ

の
人
権
の
固
有
の
捉
え
方
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
ム
人
権
宣
言
や
ア
フ
リ
カ
の
バ
ン
ジ
ュ
ー
ル
宣
言
に
お
け
る
、
国
際
的
な
人
権

規
範
の
受
容
の
例
を
と
り
あ
げ
、
次
に
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
受
容
が
生
じ
る
の
か
、
そ
の
契
機
は
何
か
に
つ
い
て
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
シ

ス
テ
ム
理
論
、
ル
ー
マ
ン
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
テ
ィ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
理
論
、
デ
ュ
ギ
イ
の
社
会
連
帯
論
を
基
礎
と
す
る
三
つ
の
社
会

学
理
論
に
基
づ
い
て
分
析
し
た
。
シ
ス
テ
ム
理
論
か
ら
は
、
国
際
社
会
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
国
際
的
な
人
権
規
範
は
シ
ン
ボ

ル
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
諸
国
家
が
役
割
期
待
行
動
を
と
る
こ
と
で
国
際
的
な
人
権
規
範
の
受
容
の
動
き
が

導
か
れ
る
と
分
析
で
き
、
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
テ
ィ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
理
論
か
ら
は
、
国
際
的
な
人
権
規
範
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
す
る
人
権

シ
ス
テ
ム
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
参
加
す
る
た
め
に
そ
の
よ
う
な
摺
り
合
わ
せ
が
生
じ
る
と
分
析
で
き
た
。
ま
た
、
社
会
的
責
任

論
か
ら
は
国
際
社
会
を
個
人
に
ま
で
還
元
す
る
こ
と
で
、
個
人
の
連
帯
性
と
労
働
分
業
か
ら
導
か
れ
る
客
観
法
に
従
う
国
際
的
な
人
権

規
範
の
普
遍
化
の
可
能
性
を
検
討
し
た
。

　

こ
こ
で
、
文
化
相
対
的
な
人
権
を
主
張
す
る
非
西
洋
諸
国
に
よ
る
、
国
際
的
な
人
権
規
範
へ
の
歩
み
寄
り
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
も

忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
イ
ス
ラ
ム
世
界
人
権
宣
言
に
お
け
る
人
権
は
、
神
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
義
務
を
履
行
す
る
た
め
の
権
利
と
言
う
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性
格
が
強
く
、
ま
た
、
ア
フ
リ
カ
の
バ
ン
ジ
ュ
ー
ル
宣
言
で
は
、
個
人
に
対
す
る
共
同
体
の
優
位
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
人

間
の
尊
厳
に
基
づ
い
た
西
洋
に
お
け
る
哲
学
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
な
か
で
成
立
し
、
自
然
法
思
想
や
啓
蒙
思
想
の
文
脈
に
お
い

て
異
議
申
立
て
す
る
権
利
と
し
て
発
展
し
つ
つ
、
集
団
に
よ
る
個
人
の
抑
圧
を
排
除
し
、
個
人
の
自
由
を
確
保
す
る
過
程
に
お
い
て
確

立
さ
れ
た
人
権
と
は
、
や
は
り
相
容
れ
な
い
部
分
も
あ
る
。

　

例
え
ば
、
ア
フ
リ
カ
の
政
治
的
指
導
者
た
ち
の
ア
フ
リ
カ
文
化
・
社
会
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
護
と
古
き
良
き
道
徳
の
再
評
価

の
動
き
の
中
か
ら
、
ネ
グ
リ
チ
ュ
ッ
ド
・
ソ
シ
ア
リ
ズ
ム
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
政
治
思
想
が
生
じ
、
伝
統
的
な
ア
フ
リ
カ
社
会

（com
m

unity

）
の
特
性
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。「
慣
習
が
集
団
の
構
成
員
の
間
で
確
立
す
る
連
帯
性
は
、
特
に
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

要
素
を
な
す
。
ア
フ
リ
カ
及
び
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
は
今
日
西
欧
に
お
い
て
さ
え
非
難
さ
れ
る
過
度
の
個
人
主
義
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
」、

と
い
う
考
え
方
は
公
法
原
則
と
し
て
も
表
明
さ
れ（

30
）
た
。
セ
ネ
ガ
ル
憲
法
前
文
で
は
、
主
権
者
た
る
セ
ネ
ガ
ル
人
民
は
、
国
家
統
一
の
絆

を
な
す
基
本
的
な
文
化
的
価
値
に
深
く
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
連
帯
性
、
労
働
及
び
愛
国
的
誓
約
に
よ
り
共
通
の
運
命
を

負
っ
て
い
る
と
い
う
男
性
及
び
女
性
の
意
思
を
認
め
て
い
る
と
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
人
権
宣
言
も
そ
の
原
文
と
他
の

文
化
圏
向
け
の
翻
訳
で
は
文
言
を
変
え
る
こ
と
で
、
対
内
的
お
よ
び
対
外
的
に
二
重
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
西
洋
、
特
に
Ｅ
Ｕ
で
は
、
国
際
的
な
人
権
規
範
の
さ
ら
に
先
を
行
く
人
権
規
範
が
確
立
さ
れ
て
き
て
い
る
。
例
え

ば
、
労
働
者
の
基
本
的
社
会
権
に
関
す
る
共
同
体
憲
章
、
欧
州
評
議
会
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
憲
章
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
の
よ
う
な
人
権

規
範
に
よ
り
、
基
本
的
社
会
権
や
基
本
的
人
権
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
で
は
、
生
命
倫
理
に
関
す
る
権
利

（
三
条
一
項
）、
個
人
的
性
格
の
デ
ー
タ
の
保
護
（
八
条
一
項
）、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
（
二
一
条
）、
子
供
の
権
利
（
二
四
条
一

項
）、
老
人
の
権
利
（
二
五
条
）、
環
境
保
護
権
（
三
七
条
）、
良
き
行
政
者
に
対
す
る
権
利
（
四
一
条
一
項
）、
消
費
者
保
護
権
（
三
八
条
）

に
ま
で
人
権
を
拡
大
し
て
い
る
。
ま
た
、
人
権
の
保
障
に
関
し
て
は
、
Ｅ
Ｕ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
主
体
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
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人
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（
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ア
イ
ザ
イ
ヤ
・
バ
ー
リ
ン
『
自
由
論
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）。

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
と
、
Ｅ
Ｕ
法
の
人
権
規
範
と
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
の
判
例
の
整
合
性
を

確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

国
際
的
な
人
権
規
範
と
文
化
相
対
的
な
人
権
と
の
真
の
意
味
で
の
整
合
性
に
関
し
て
は
、
未
だ
限
界
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
文
化
と
し
て
の
人
権
と
、
文
明
と
し
て
の
人
権
が
ど
こ
ま
で
歩
み
寄
れ
る
か
と
い
っ
た
問
題
は
依
然
と
し
て
存
在
す
る
。
と
は
言

え
、
現
在
、
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
が
国
境
を
越
え
て
深
く
結
び
つ
く
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
科
学
・
技
術
の
革
新
に

よ
っ
て
急
速
に
進
展
し
、
過
去
に
例
を
見
な
い
ほ
ど
の
量
と
規
模
で
国
家
あ
る
い
は
文
化
を
越
え
た
活
動
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
今

ま
で
の
国
家
と
国
家
を
中
心
と
し
た
国
際
社
会
に
加
え
、
非
国
家
的
な
民
間
の
多
様
な
行
為
主
体
（
例
え
ば
企
業
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
の
私
的

な
国
際
組
織
及
び
個
人
）
に
よ
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
社
会
（Global Civil Society

）
と
呼
ば
れ
る
社
会
関
係
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
シ
ス
テ
ム
論
か
ら
は
国
家
の
行
動
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
役
割
シ
ス
テ
ム
の
機
能
が
大
き
く

な
る
と
予
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
ル
ー
マ
ン
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
テ
ィ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
理
論
か
ら
は
人
権
シ
ス
テ
ム
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
参
加
の
契
機
も
増
え
、
シ
ス
テ
ム
の
進
化
の
過
程
で
、
西
洋
文
化
圏
以
外
の
諸
国
が
よ
り
実
質
的
に
国
際
的
な
人
権

規
範
へ
歩
み
寄
る
必
要
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
と
予
見
で
き（

31
）
る
。
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